
2款　1項　3目

【会計】国民健康保険特別会計

2款：保険給付費　1項：療養諸費　3目：一般被保険者療養費

9

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

91,471千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

18 負担金補助及び交付金

一般被保険者療養費 91,471千円

91,471千円計

事業の概要

一般被保険者が医療費を全額自己負担した際などに、申請に基づき自己負担額を控除した分を後から支給
します。

事業の目的

緊急その他やむ得ない理由により、被保険者がその場で保険給付を受けられず、医療費を一時的に負担し
た場合に、後日、保険給付分を被保険者に支払うための経費です。

事業の効果

緊急に治療を要する傷病等に対しても、後日保険給付を受けることができます。

節 説明

令和6年度　当初予算要求事業内容説明書

事業 一般被保険者療養費

担当所属 健康保険課

予算要求額
（財源内訳）

91,471千円


